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〇左のイラストは、地域包括ケアシステムの５つの
構成要素を、より詳しく、またこれらの要素が互い
に連携しながら有機的な関係を担っていることを植
物に例えて図示したものです。

〇「住まい」と「介護予防・生活支援」を基本的な
要素とし、そのような養分を含んだ土があって初め
て、専門職による「医療・看護」などが効果的な役
目を果たすという考え方を表しています。

「地域包括ケアシステム」とは、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住ま
い・生活支援という５つのサービス・支援を適切に受けることができるような地
域での体制のこと。

１．地域包括ケアシステムについて



２．総合事業の目的・考え方

(1)趣旨

⚫ 団塊の世代が75歳以上となる令和7（2025）年以降、少子化を背景として生
産年齢人口（現役世代）は減少し、医療・介護の専門職の担い手の確保は困
難となる。

⚫ 一方で、介護ニーズの高い85歳以上人口は令和17（2035）年頃まで一貫して
増加し、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という）や
介護サービスによる支援を必要とする高齢者は増加していく。

⚫ 加えて、単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想
されるなか、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けるこ
とができるようにするため、市町村が中心となって、介護だけではなく、医
療や予防、生活支援、住まいが包括的に確保される地域包括ケアシステムの
一層の推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現
を図っていくことが重要である。

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインより抜粋



２．総合事業の目的・考え方

① 認知症や障害の有無にかからわず、地域に暮らす全ての高齢者が、自立し
た日常生活を送ること

② ①のための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場
から、市町村が中心となって、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多
様な主体の力を組み合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する
効果的かつ効率的な支援等を行うこと

(2)目的

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインより抜粋



(3)国の基本的な考え方

２．総合事業の目的・考え方

⚫ 住民主体の多様なサービス・活動の充実を図り、高齢者の選択できるサービ
ス・活動を充実し、在宅生活の安心確保を図る。

⚫ 高齢者の社会参加の促進や介護予防に資する事業の充実による要介護・要支
援認定に至らない高齢者の増加、効果的なマネジメントと自立支援に向けた
サービス・活動の実施による自立の促進や重度化予防の推進等を目指す。

多様な生活支援の充実
高齢者の社会参加と地域にお
ける支え合いの体制づくり

介護予防の推進

市町村、住民等の関係者間に
おける意識の共有と自立支援
に向けたサービス等の展開

認知症施策との連動 地域共生社会の推進

出典：地域支援事業実施要綱より抜粋



３．総合事業の構成

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



４．本市の基本的な考え方

(1)従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当サービスの継続

• 移行前の要支援認定者のうち、介護職による専門的なサービスを必要とする人には、現
行相当サービスを継続して提供する。

(2)多様なニーズに対応したサービスを創設

• 身体介護を含まない生活支援サービス、時間を短縮したミニデイサービス、機能訓練の
提供を目的としたサービスを設けるとともに、多様な提供主体の参入を促進し、高齢者
の自立を支援する。

(3)住民主体の自主的な活動を推進

• 高齢者をはじめ、地域住民等によるサービスの提供を推進する。



５．本市のサービス・活動事業

類
型 従前相当サービス 訪問型サービス・活動Ａ

（多様な主体によるサービス・活動）

訪問型サービス・活動Ｂ
（住民主体によるサービス・活動）

訪問型サービス・活動Ｃ
（短期集中予防サービス）

名
称 予防型訪問介護 生活支援型訪問介護 訪問型住民主体サービス 訪問型個別支援

サ
ー
ビ
ス
内
容

生活援助
・調理、洗濯、掃除の支援など

身体介護
・食事、入浴、排せつの介助など

生活援助
・調理、洗濯、掃除の支援など

生活援助
・調理支援、ゴミ出し、買物など

閉じこもり、認知症、うつ予防に
関する保健師による個別支援

自
己
負
担
の
め
や
す

週1回程度
1カ月 1,176円

週2回程度
1カ月 2,349円

週2回程度を超える
1カ月 3,727円

週1回程度
1カ月   929円

週2回程度
1カ月 1,858円

週2回程度を超える
1カ月 2,787円

※利用料金（利用者負担金）は
各団体により異なります。

※利用にかかる自己負担は
ありません

市の研修修了者も従事する場合
があります。

ボランティア団体による支援で
す。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

※1 ※1

※1 要支援1の人は利用できません。

(1)訪問型サービス

出典：令和7年度版「ともにはぐくむ介護保険」



５．本市のサービス・活動事業

類
型 従前相当サービス 通所型サービス・活動Ａ

（多様な主体によるサービス・活動）

名
称 予防型通所介護 ミニデイ型通所介護 運動型通所介護

サ
ー
ビ
ス
内
容

食事などの基本的サービスや生活行為向上の
ための支援

※主に6～7時間程度

日常生活上の支援や運動・レクリエーション

※3時間程度

運動器の機能向上のための支援

※2時間程度

自
己
負
担
の
め
や
す

要支援1、事業対象者
1カ月 1,798円

要支援2、事業対象者
1カ月 3,621円

・送迎、入浴含む
・食費は別途自己負担

要支援1、事業対象者
1カ月 1,414円

要支援2、事業対象者
1カ月 2,828円

・送迎、入浴含む
・食費は別途自己負担

1回 366円

・送迎含む

市の研修修了者も従事する場合
があります。

(2)通所型サービス

出典：令和7年度版「ともにはぐくむ介護保険」



６．台風等の自然災害に係る事業所休業時の日割り算定について

※こちらの取り扱いは、厚労省通知が発出された場合に限るとし、今後発出される厚労省通知に基づき見直す場合があります。変更
等ございましたら、メール等で周知を行いますので宜しくお願い致します

対象 総合事業（予防型訪問介護、生活支援型訪問介護、予防型通所介護、ミニデイ型通所介護）

１．算定対象となる日数は、月の総日数から、災
害の影響により休業した期間(定期休業日を
含む)を差し引いた日数とする。

２．休業の影響を受けず計画通りの利用ができた
方は月額包括報酬とする(日割り算定を行わ
ない)。
また、同月内での振替で計画通りの回数を利
用できた場合も含む。
(前述の同月内の理由は月毎に給付管理する
為、翌月の振替を行わない。)



７．総合事業の推進

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



(1)介護予防・日常生活支援総合事業の根拠法令

８．根拠法令

• 介護保険法（第115条の45第1項）

(2)国の省令等

• 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン

• 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのＱ＆Ａ

• 地域支援事業実施要綱

(3)市の要綱等

• 鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

• 鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する
基準を定める要綱
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